
【相談内容】 

・学校に行きたがらない、不登校、友達とうまく遊べない、子育てについて悩んでいる 

・いじめや非行について相談したい、生活が困難である、子供の将来のことが心配だ 

・困り事をどこに相談してよいかわからない。等々 

家以外で相談するのが難しいとき(ご家族のご病気や人に会うのが不安な状態など)には SSWがご

家庭に訪問してご相談を聴きます。その他、ご希望の場合は学校と連携して、よりよい学校生活

のサポートや、社会資源（市役所、福祉施設等）のご紹介などのお手伝いをさせていただきま

す。 

守秘義務がありますので、安心してご相談ください。 

【申し込み方法】 

担任をはじめ、養護教諭、教頭、校長、学校のどの先生でも結構です。 

話しやすい先生に「スクールソーシャルワーカーと話がしたい。」「相談したい。」などと伝えて

ください。 

【時間と場所】 

原則は平日（火・金曜日）の 9:00～15:45です。できる限り時間を調整し対応いたします。 

相談場所は学校だけでなく、ご家庭に伺うことも可能です。安心してお話を聴くことができる

場所を教えてください。 

 

令和６年５月 磯松中学校  

スクールソーシャルワーカー 木村和枝 

スクールソーシャルワーカーとは、生徒や保護者の皆さんのご家庭や学校の中での色々な問題ごと

を、一緒に話し合って解決に向けて行動する皆さんのサポーターです。 

 

スクールソーシャルワーカーってどんな人なのか？ 

生徒の皆さんが、のびのびと成長していくためには、保護者の皆さんのこころの安定が大切です。学校

のことに限らず家庭で困っていること、不安に思っている事について一緒に解決方法を考えていきませ

んか？社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持った者が相談を伺って、地域の関係機関につなげていき

ます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※みなさん、はじめましてスクールソーシャルワーカーの木村和枝です。令和 6年度から磯松中学校を

担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 


